
①2025年3月卒業予定の大学生、大学院生、高等専門学校生で、理学、工学、農学、
保健の学部等に在籍する方、又は以下のいずれかに該当する方
・文理融合型の学部等に在籍する方
・文系の学部等に在籍する方で情報通信系の国家資格等を取得している(見込み含む)方

②参画企業へ研究開発職又は技術職として就職を希望する方
③日本学生支援機構奨学金（一種又は二種）、その他貸与型奨学金の貸与を受けて

いる（受ける予定含む）方

■助成金額

■申込期間 第1回 令和5年4月1日(土)～令和5年7月28日(金)
第2回 令和5年7月29日(土)～令和5年11月24日(金)
第3回 令和5年11月25日(土)～令和6年3月22日(金)

■参画企業
和歌山県内の農業・林業、漁業、建設業、製造業、情報通信業、ドラッグストア・医薬品
小売業・調剤薬局、自然科学研究所に属する事業を営む企業 5１社 (Ｒ5.3.20現在)

※裏面参照

■募集人員 【2025年3月卒業予定】 50人
※応募者の中から原則書類選考で交付対象者を認定します。

奨学金返還助成制度
交付対象者募集

■対象者(次の①～③全てを満たす方)

和歌山県
PRキャラクター
「きいちゃん」

奨学金返還金に相当する額 最大100万円
※参画企業に就職し3年勤務した後、原則貸与機関に支払います。

〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県 商工観光労働部 労働政策課 （担当 南）
TEL 073-441-2791 MAIL:e0606003@pref.wakayama.lg.jp
https://www.wakayama-uiturn.jp/shogakukinjosei

■ご提出先(お問合せ先)

和歌山で働こう！

※申請書類を以下ＨＰからダウンロードのうえ、メール
又は郵送、持参によりご提出ください。

理系学生及び文系でSEを目指す奨学生が対象

和歌山県奨学金返還助成制度



■手続きの流れ

■参画企業（５１社） ※Ｒ5.3.20現在
※最新情報は以下QRコードでご確認ください。

Q1 和歌山県出身者以外でも対象になりますか？

A１ 対象となります。

Q２ 交付対象者となった場合、必ず参画企業に就職しなければなりませんか？

A２ 必ず参画企業に就職しなければならないものではありません。

ただし、その場合は奨学金の返還助成を受けることはできません。

Q３ 交付対象者となった場合、必ず助成金はもらえますか？

A３ 参画企業毎に助成する人数枠に上限があるため、必ずもらえるとは限りません。

人数枠の上限については県労働政策課HPをご覧ください。

■よくある質問

※返還必要額が100万円未満の場合は、返還必要額

を貸与機関に支払い、残りは本人に支払います。

参画企業

⑥助成金の1/２

を支払い

⑦助成金交付

④企業研究

対象学生

奨学金
貸与機関

貸与 返還

⑤就職・定着（3年勤務）

和歌山県中核産業人材確保のための奨学金返還制度の費用の一部は、ふるさと和歌山応援寄附（ふるさと納税）
により賄われる予定です。

Q4 申請手続きは複雑ですか？

A4 申請書と作文、奨学金の借用を証する書類（奨学金返還確認証など）を提出してください。

作文は「この制度に申し込んだ理由」と「大学や大学院、高専で学んだことを和歌山の企業で

どう活かしたいか」 を１,０００以上1,200字以内で説明していただきます。

【農業】 １社

【建設業】 ９社

【製造業】 ３３社

【情報通信業】 ７社

【医薬品小売業】 １社


